
補助金活用時

は、受講の 

14 日前までに

『申請書』をご

提出ください。 

資格の取得後、

資格証、修了証

などの必要書類

を添えて、提出

してください。 

書類審査後、

補助金を交付

します。 
研
修
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の
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松山市人材育成事業補助金のご案内 

利用を検討さ

れる際は、他の

補助金との併

用の有無をご

確認ください。 

①  補助の対象者は？ 

 松山市内に事業所がある中小企業等にお勤めの従業員です。 

 いわゆる社長や企業の役員等は本制度の対象外となります。 

② 対象となる研修は？ 

  ア．国家資格や公的資格の取得に必要な研修 

（資格を取得したもののみが補助金の交付対象） 

イ．法律等により、業務を行う上で義務付けられている研修 
→例：労働安全衛生法に基づく安全衛生教育や、訪問介護事業所に 

おける介護職員初任者研修など 

③ 補助金の額は？ 

  補助対象経費×１／２（１申請につき上限５万円） 

  ※補助対象経費…研修の受講料等（入学金や受験料は対象外） 

  ※その他、１年度当たりの１事業者上限額あり 

④ 申請時に必要な書類は？ 

  裏面の必要書類チェック表をご活用ください。 

（様式は松山市 HPよりダウンロードできます） 

⑤ 申請書の提出先は？ 

  松山市役所 ふるさと納税・経営支援課（労政雇用担当） 

  〒790-8571 松山市二番町四丁目７－２ 本館８階 

  ※郵送の場合、書類到着が研修の１４日前までとなります。 



 

 

 

 

＜研修前の提出書類＞ 

 松山市人材育成事業補助金交付申請書 

 
対象となる資格取得のための研修等であることが分かる書類

（例：募集要領、パンフレットなど） 

 

法令等に義務付けられていることが分かる書類 

（○○法に基づく～といった記載のあるもの及びその研修の根

拠法令などを添付してください） 

 研修等の受講者が分かる書類（受講票、受講者名簿等） 

 市税を滞納していないことを証する書類（完納証明書等） 

 補助金の振込先口座情報が分かる書類（法人の場合、会社名義） 

 ※個人事業主の方のみ：確認書（個人事業主用） 

 

＜研修後の提出書類＞ 

 請求書 

 受講料等の支払を証する書類の写し（法人の場合、会社負担） 

 研修等の修了を証する書類の写し 

 資格の取得を証する書類の写し 

 

＜変更・中止・取下げ時の提出書類＞ 

【受講料の変更等】 

 松山市人材育成事業補助金交付申請書 

 変更後の受講料等が分かる書類の写し 

 

【研修等が中止・受講の辞退・資格の取得に至らず取下げとなる時等】 

 松山市人材育成事業補助金取下げ申請書 

 

 

申請時の必要書類チェック表 

様式第１号 

別紙 

様式第 37号 

様式第 3号 

様式第 4号 

号 


